
（様式第４号） 上田中央地域協議会 会議概要

１ 審 議 会 名 上田中央地域協議会

２ 日 時 平成３０年６月１９日 午後３時３０分から午後５時００分まで

３ 会 場 中央公民館 ２階 第２会議室

４ 出 席 者 天田委員、伊藤委員、岡部委員、金井委員、川久保委員、小林委員、志摩委員、

谷藤委員、中澤委員、成澤委員、樋村委員、藤澤委員、古川委員、松田委員、

丸山委員、望月委員、矢島委員、柳沢委員、山浦委員

５ 市側出席者 【事務局】竜野中央地域振興政策幹、内藤地域内分権推進担当係長、大滝中央地域担

当主査、樋口地域内分権推進担当主事

６ 公開・非公開 公 開 ・ 一部公開 ・ 非公開

７ 傍 聴 者 ０人 記者 ０人

８ 会議概要作成年月日 平成３０年７月１７日

協 議 事 項 等

会議次第

1 開 会

2 会長あいさつ

3 報告

（1）神川拠点施設整備事業の進歩状況について

ア 事務局から資料に基づき説明

イ 以下、質疑応答

（委員）倉庫は、防災用資器材を収納するものか。

（事務局）倉庫は 3箇所あるが、その内 1箇所が防災用資器材を収納する倉庫になる。

（委員）不特定多数が利用する公民館と保育園が併設になるので、防犯の強化をお願いしたい。

（事務局）子ども達の安全安心に関しては一番注意している。施設では入口を分けており、公民館側から

は保育園へ入れない施錠になっている。また、カメラ付インターホン防犯カメラやの設置を予定

している。施設のみならず地域の防犯について、地域課題として取り組んでいただく中で行政も

支援していく。

（委員）施設の整備に合わせて、市のハザードマップも改正してほしい。

（事務局）本整備事業の発端は、現在の施設に耐震性がない等、公共施設として利用するのが難しいと判

断をしていることもあることから、担当課である危機管理防災課へ指定緊急避難場所の変更手続

きの依頼を予定している。



4 協議

（1）今年度の現地研修について

ア 事務局から、今年度の現地研修案（住民自治組織について長野市への視察）を提示。

イ 以下、質疑応答

（委員）資料は事前に頂けるのか。

（事務局）研修へ行く前に勉強する時間を確保する予定である。

（委員）自治会は住民自治組織の中心になってくると思う。自治会も含めて進めていかないといけない。

（委員）自治会の現状を知り、それを踏まえて視察しないと意味がないと思う。

（委員）長野市と上田市では、住民自治組織のスタートが根本的に違う。しかし、現在どのような形にな

っているのかは分からないので、その現状を見るということなら良いと思う。

（委員）上田市の住民自治組織は組織ありきで進んでいる気がする。

（事務局）上田市の場合は、特に自治会との関係が重要だと考えている。中央地域は自治会数も多い地域

であり、自治会との関係も非常に大切であると認識しているので、それらについて視察から参考と

なればと考えている。

（委員）地域住民の問題を汲み上げるのであれば、主体となるのは自治会しかない。

（委員）市内において、住民が自治会を頼りにしている地域は自治組織が早く出来ている印象がある。

（事務局）行政として数十年先の将来を考えた時、地域がどうあるべきかを考えなければならない。現在

は自治会中心で上手くいっているかもしれないが、市民ボランティアの力も強くなってきていると

感じている。自治会以外の任意団体や専門性をもった組織が地域にあるが、それぞれが自治会と繋

がっているかというとそうではない。もっと自治会と繋がれば地域の活動が良いものになるのでは

ないかと考える。

（委員）自治会自体をしっかりしないと、先には進んでいかないのではないか。

（委員）何かを始める時には、理念がしっかりとしていないと上手くいかなくなってしまう。

（事務局）いきなり視察の提案をしたので、飛躍してしまったところもある。住民自治組織に対する皆様

の疑問を、視察により解決することが目的となる。



（委員）事務局が話している内容と委員が考えている内容のずれが大きい。視察研修で何を見るのか、ど

のような事を学ぶのか、勉強をしないと視察までたどり着けない。第 7期となり委員も変わってい

るため、改めて説明する時間が必要ではないか。何が分からないのかグループに分かれワークショ

ップを行い、理解を深めなければ、進んでいかない。

（委員）自治会は今まで通り活動し、住民自治組織は新たに設立するとなると、結局新しい取組が増える

だけ。住民自治組織で何かをやろうという時に、中心になるのは自治会だと思う。

（委員）中央地域だからこその形があると思う。自治会をどのような役割にするか。スタートラインを揃

えていきたい。

（事務局）まずは勉強するところから進めさせていただく。

5 その他

(1)わがまち魅力アップ応援事業の審査について

ア 事務局から、わがまち魅力アップ応援事業の制度概要及び審査方法の説明

イ 質疑なし

(2)当面の日程

ア 7月 10日(火） 13:30から （会場: 市民プラザ・ゆう・2階会議室 ）

イ 8月 22日(水) 13:30 から (会場: 中央公民館 2階会議室 )

ウ 9月 10日(月) 13:30 から （会場: 未定 ）

6 閉 会


